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年金事務所における手続 
（共済年金は共済組合等） 

年金事務所 
（共済年金は共済組合等） 

における手続 

年金事務所等における手続 
（共済年金は共済組合等） 

家庭裁判所における手続 

分割割合を定める 
審判の確定 
又は 

調停の成立 

年金事務所 

家
庭
裁
判
所
へ
の 

申
立
て 

（
審
判
・
調
停
） 

分
割
割
合
に
つ
い
て 

合
意
し
た
と
き 

合
意
で
き
な
い 

と
き 

当
事
者
間
で
話
し
合
い 

当 

事 

者 

間 

の 

離 

婚（
※
） 

当
事
者
か
ら
の
情
報
提
供
請
求
と 

「
年
金
分
割
の
た
め
の
情
報
通
知
書
」 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
る
通
知 

　
　
（
年
金
分
割
の
た
め
の
情
報
提
供
の
手
続
） 

　年金分割の制度を利用するに当たり，当事者の一方又は双方から，離婚前又
は離婚後に最寄りの年金事務所（厚生年金の場合）等（共済年金の場合は各共済
制度ごとに異なります。）で年金分割のために必要な情報（定めることができる
分割割合の範囲等）の提供を請求することができます。 
　年金分割のために必要な情報は，各制度ごとに「年金分割のための情報通知
書」という文書により通知されます。 
　詳細は，後記の「年金分割制度等についてのお問い合わせ・相談等は……」 
欄記載の各窓口にお問い合わせください。 

　当事者間で分割割合等について合意した場合には，年金分割を請求すること及び合意した分
割割合を証明する書類を作成して当事者双方が年金事務所で年金分割の請求手続（ 　Q4参照）
を行うことになります。 
　その他，公証役場で公正証書を作成するか，又は合意書に公証人の認証を受けることによっ
て合意した分割割合等を明らかにすることができる場合には，当事者の一方により年金事務所
で年金分割の請求手続を行うことができます。 
　年金事務所の所在地については，日本年金機構のホームページ（http://www.nenkin.go.jp/)
を参照するか，最寄りの年金事務所にお問い合わせください。 


